
外国出張、海外研修旅行、休職渡航の手続きに関する概要

※休職渡航時は事前に教授会での承認が必要（担当：人事課人事係）

医学研究監理室
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① 「海外渡航等届」を提出

② 遺伝資源の持ち出し又は持ち込みの可否や技
術又は物品の持ち出し等の可否を確認し、必要
な場合には所要の手続きを指導

      根拠規程： 滋賀医科大学安全保障貿易管理規程

●様式１－１海外渡航等届

③ 「旅行報告書」及び添付資料（証拠書類）を提出

④ 旅費支払
根拠規程：滋賀医科大学旅費規程、滋賀医科大学旅費支給要領

●旅行報告書
●航空運賃の領収書
●航空券の半券
その他必要書類

事務局

【外国出張の場合、帰国後速やかに】

【海外渡航出発予定日の 2週間前まで】
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